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第 4 章  第 2 次公共建築物再生計画の検討時に考慮すべき基本的事項 

４．１ 本市の総人口や年齢 3 階層別人口についての今後の見通し                     

（１）習志野市における人口の推移 

① 総人口の推移 

習志野市は、昭和 29(1954)年 8 月 1 日に津田沼町を母体として人口 30,204 人で誕生

し、その後、高度経済成長と首都圏の人口急増などを背景に、JR 総武線の複々線化、

2 度の公有水面埋立による市域の拡大やそれらに伴う住宅団地開発などが行われる中、

教育・福祉および文化の振興や住環境の保全などに力を注ぐ、文教住宅都市として発展

してきました。 

平成 31(2019)年 3 月末現在の住民基本台帳人口は 173,362 人に達しており、市制施

行後 65 年で約 5.7 倍の増加となっています。 

特に、平成 2(1990)年までは、首都圏のベッドタウンとして、いわゆる高度経済成長

時期に人口が急増し、昭和 35 (1960)年から平成 2(1990)年の 30 年間において、約 10

万 9 千人の増と、急激な右肩上がりで人口が増加しました。その後、平成 2(1990)年以

降は、新規住宅開発が鈍化したため、増加率は徐々に落ち着き、平成 2～12(1990～2000)

年の 10 年間では、約 2 千 6 百人の増となっており、ほぼ横ばいで推移してきました。 

平成 12～22(2000～2010)年の 10 年間においては、約 1 万 4 百人の増となっており、

5 年毎の増加率も 3％以上となっています。 

さらに、平成 22～31(2010～2019)年までの 10 年間では、約 9,000 人、5.4 ポイント

の増となっており、特に、土地区画整理事業により、平成 25（2013）年に「まちびら

き」をした奏の杜地区は、約 8,000 人の増となっています。このほか、東習志野地区の

工場跡地における大規模開発や、一部土地区画整理事業が実施された谷津地区の増加

も、人口増加に大きく影響しています。  図表 4-1 総人口と年齢 3 階層人口の推移 

 
出典：習志野市後期基本計画 
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② 年齢 3 階層別人口の推移 

年齢 3 階層別人口の 5 年毎の推移を見てみると、生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未

満）は、市制施行以来、急激な増加を続け、平成 7（1995）年に 115,763 人、人口構

成比は、75.7％に達してピークを迎えた後、減少に転じました。その後、土地区画整

理事業の実施など、開発による人口流入もあり、直近の平成 31（2019）年 3 月末の住

民基本台帳人口では、110,480 人と若干増加していますが、人口構成比は、64.2％に

低下しています。 

年少人口（15 歳未満）は、団塊ジュニア世代の誕生により、昭和 50（1975）年に

は、32,651 人と 3 万人を超え、人口構成比も 27.7％とピークを迎えました。その後

10 年間は、3 万人台を維持していましたが、以降は減少傾向が続き、平成 2（1990）

年には、人口構成比が 20％を下回りました。平成 17（2005）年には、30 年ぶりに微

増に転じ、平成 31（2019）年 3 月末では、22,681 人と、ここ 10 数年間は 2 万 2 千人

台を維持していますが、人口構成比は 13.1％に低下しています。 

一方、老年人口（65 歳以上）は、一貫して増加を続け、平成 17（2005）年には、 

2 万人を超え、人口構成比も 15.7％に達し、年少人口を上回りました。平成 22

（2010）年には、3 万人超、平成 31（2019）年 3 月末には、40,201 人と 4 万人を超

え、人口構成比も 23.3％に達して、過去最高値を更新しています。 

③ 過去 10 年間のコミュニティ別人口の推移 

直近 10 年間の人口推移をコミュニティ別でみると、人口が増加している主な地区

は、奏の杜、東習志野、谷津、藤崎、鷺沼・鷺沼台、本大久保・花咲・屋敷の各地区

です。 

最も人口が増加している地区は、奏の杜地区で、平成 25（2013）年の「まちびら

き」からの 7 年間で、約 8,000 人の増となっており、次いで、東習志野地区が 10 年

前に比べて約 4,000 人、43.3％の増、谷津地区が約 1,600 人、12.8％の増と続いてい

ます。これらは、いずれも大規模開発による大型集合住宅の建設が影響しています。  

このほか、藤崎、鷺沼・鷺沼台地区は、戸建てを中心とした宅地分譲や、40 戸程度

の集合住宅が複数建設されたことなどにより、本大久保・花咲・屋敷地区は、大規模

から中規模の集合住宅建設や、まとまった宅地分譲などの開発が影響しています。  

一方、減少している主な地区は、袖ケ浦西、秋津・茜浜、実花、向山地区で、10 年

間で 9.3％から 5.5％の減少となっており、最も減少率が大きい地区は、袖ケ浦西地

区となっています。 

減少の要因は主に 2 点であり、1 点目は、国家公務員宿舎などの廃止により、跡地

の利活用が現時点で未実施、若しくは保育所や介護老人施設となったことによる人口

減であり、実花、向山地区が該当します。2 点目は、集合住宅が多く、かつ高齢化率

も高い地域においては、世帯員の減少により、人口減となっていると推察するもので

あり、袖ケ浦西、秋津・茜浜地区が該当します。 
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 図表 4-2 コミュニティ別人口の推移 

 

 

出典：習志野市人口推計結果報告書（令和元年 6 月） 

 

 図表 4-3 コミュニティ別人口の伸び率 

 

 

※ グラフは奏の杜地区を除く 

出典：習志野市人口推計結果報告書（令和元年 6 月） 

※ 習志野市のコミュニティは 14 コミュニティであるが、ここでは、新たな開発に伴い

平成 25（2013）年に「まちびらき」をした「奏の杜地区」を分離表記している。 
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（２）人口推計（令和元（2019）年 6 月） 

ここでは、令和元（2019）年 6 月に公表された「習志野市人口推計結果報告書」の 

中位推計に基づき、習志野市の将来人口について概観します。 

① 総人口の推計結果 

将来人口の推移をみると、令和 7（2025）年まで人口が増加しピークを迎え、ピーク

時の人口は、176,232 人となっています。 

その後は緩やかに人口減少に向かい、「再生計画」の最終年度の令和 19（2037）年

には、現在とほぼ同数の 173,162 人となり、その後も人口減少が続き、30 年後の推計

の最終年度、令和 31（2049）年には、令和 2（2020）年よりも 7,267 人少ない、166,832

人になるものとみられています。 

図表 4-4 人口推計結果     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第 2期計画期間  第 3期計画期間  第 4期計画期間 

 

 

 

 

 

        第 2 期計画期間             第 3 期計画期間 
令和 2 
（2020） 

令和 3 
（2021） 

令和 4 
（2022） 

令和 5 
（2023） 

令和 6 
（2024） 

令和 7 
（2025） 

令和 8 
（2026） 

令和 9 
（2027） 

令和 10 
（2028） 

令和 11 
（2029） 

174,099 175,725 176,005 176,102 176,190 176,232 176,227 176,166 176,019 175,837 
 

第 4 期計画期間 
令和 12 
（2030） 

令和 13 
（2031） 
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（2032） 
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令和 16 
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（2035） 
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令和 20 
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令和 21 
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171,725 171,210 170,686 170,135 169,606 168,994 168,421 167,943 167,426 166,832 
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② 年齢 3 階層別の推計結果 

年齢 3 階層別の推移をみると、令和 31（2049）年には、老年人口（65 歳以上）は

32.2％となる一方、生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）は 57.2％、年少人口（15 歳

未満）は 10.5％を占めており、今後も少子高齢化が一層進展することが見込まれています。 

「再生計画」の期間においては、第 2 期計画期間がスタートする令和 2（2020）年に

比べて、第 4 期計画期間が終わる令和 19（2037）年では、年少人口が 22,501 人から

17,884 人となり、4,617 人、約 20.5％と大きく減少する見込みです。また、同期間で、

生産年齢人口は 111,033 人から 106,671 人となり、4,362 人、約 3.9％の減少、一方、

老年人口は、40,565 人から 48,607 人へと、8,042 人、約 19.8％と大幅な増加となる見

込みです。 

図表 4-5 人口推計(中位)年齢 3 階層別人口の状況(割合 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口推計(中位)年齢 3 階層別人口の状況 
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令和7 
（2025） 

令和8 
（2026） 

令和9 
（2027） 

令和10 
（2028） 

令和11 
（2029） 

年少人口 22,501 22,542 22,257 21,903 21,574 21,220 20,909 20,482 20,118 19,772 

生産年齢人口 111,033 112,003 112,263 112,505 112,600 112,764 112,896 113,011 112,951 112,784 

老年人口 40,565 41,180 41,485 41,694 42,016 42,248 42,422 42,673 42,950 43,281 

 うち 75 歳以上 21,113 21,515 22,266 23,449 24,415 25,236 25,748 26,087 26,180 26,125 
 

（人） 
令和12 
（2030） 

令和13 
（2031） 
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（2032） 

令和15 
（2033） 
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（2034） 

令和17 
（2035） 

令和18 
（2036） 

令和19 
（2037） 

令和20 
（2038） 

令和21 
（2039） 

年少人口 19,364 18,948 18,616 18,377 18,185 18,060 17,958 17,884 17,811 17,758 

生産年齢人口 112,497 112,137 111,757 110,980 109,983 109,019 107,837 106,671 105,428 104,117 

老年人口 43,753 44,244 44,669 45,342 46,184 46,900 47,766 48,607 49,506 50,356 

 うち 75 歳以上 25,938 25,876 25,705 25,469 25,399 25,221 25,047 24,983 25,014 25,077 
 

（人） 
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（2041） 

令和24 
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令和26 
（2044） 

令和27 
（2045） 

令和28 
（2046） 

令和29 
（2047） 

令和30 
（2048） 

令和31 
（2049） 

年少人口 17,704 17,662 17,630 17,611 17,595 17,583 17,576 17,575 17,562 17,551 

生産年齢人口 103,009 101,900 100,979 100,023 99,059 98,172 97,511 96,815 96,149 95,481 

老年人口 51,012 51,648 52,077 52,501 52,952 53,239 53,334 53,553 53,715 53,800 

 うち 75 歳以上 25,328 25,637 25,905 26,426 27,106 27,680 28,414 29,208 30,014 30,758 
 

（人） 
令和 2 
（2020） 

令和 3 
（2021） 

令和 4 
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令和 5 
（2023） 

令和 6 
（2024） 

令和 7 
（2025） 

令和 8 
（2026） 

令和 9 
（2027） 

令和 10 
（2028） 

令和 11 
（2029） 

年少人口 22,501 22,542 22,257 21,903 21,574 21,220 20,909 20,482 20,118 19,772 

生産年齢人口 111,033 112,003 112,263 112,505 112,600 112,764 112,896 113,011 112,951 112,784 

老年人口 40,565 41,180 41,485 41,694 42,016 42,248 42,422 42,673 42,950 43,281 

 うち 75 歳以上 21,113 21,515 22,266 23,449 24,415 25,236 25,748 26,087 26,180 26,125 
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③ 地域区分別の推計結果 

A) 谷津・谷津町・奏の杜地区 

 この地区では、地区人口が令和 2（2020）年で、37,419 人であり、計画期間を通

じて漸増を続け、最終年度である令和 19（2037）年では、地区人口が 41,807 人

まで漸増を続けます。その後は推計期間を通じて、ほぼ横ばいとなっています。 

 年少人口は、令和 2（2020）年で、5,978 人であり、その後も増加し、令和 7（2025）

年に 6,370 人でピークとなり、その後は、徐々に減少し、最終年度である令和 19

（2037）年では、5,114 人となり、令和 2（2020）年に比べ、864 人、約 14.5％減

少します。 

 生産年齢人口は、令和 2（2020）年で、24,273 人であり、その後漸増と横ばいを

繰り返し、令和 17（2035）年に 27,127 人でピークとなり、その後は徐々に減少

し、最終年度である令和 19（2037）年では、27,036 人となる見込みです。 

 老年人口は、令和 2（2020）年で、7,168 人であり、その後計画期間を通じて増加

を続け、最終年度である令和 19（2037）年では、9,657 人となり、令和 2（2020）

年に比べ、2,489 人、約 34.7％と大幅に増加します。その後も増加を続け、人口

推計の最終年度である令和 31（2049）年には、令和 2（2020）年に比べ、5,005

人、約 69.8％増加の 12,173 人となる見込みです。 
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図表 4-6 谷津・谷津町・奏の杜地区の人口 



       第４章 第 2 次公共建築物再生計画の検討時に考慮すべき基本的事項         

 

96 

B) 藤崎・津田沼・鷺沼・鷺沼台地区 

 この地区では、地区人口が令和 2（2020）年で、46,440 人であり、計画期間を通

じて漸増を続け、最終年度である令和 19（2037）年では、地区人口が 50,485 人

となる見込みです。その後も、漸増を続け、人口推計の最終年度である令和 31

（2049）年には、令和 2（2020）年に比べ 5,690 人、約 12.3％増加の 52,130 人

となる見込みです。 

 年少人口は、令和 2（2020）年で、5,865 人であり、その後は漸減し、令和 13（2031）

年に 5,361 人で一旦底を打ち、その後は徐々に増加し、最終年度の令和 19（2037）

年では、5,580 人となり令和 2（2020）年とほぼ同数となる見込みです。 

 生産年齢人口は、令和 2（2020）年で、31,229 人であり、その後、漸増と横ばい

を繰り返し、令和 14（2032）年に 33,628 人でピークとなり、その後は、ほぼ横

ばいで推移する見込みです。 

 老年人口は、令和 2（2020）年で、9,346 人であり、その後計画期間を通じて増加

を続け、最終年度である令和 19（2037）年では、11,695 人となり、令和 2（2020）

年に比べ、2,349 人、約 25.1％増加します。その後も増加を続け、人口推計の最

終年度である令和 31（2049）年には、令和 2（2020）年に比べ、3,685 人、約 39.4％

増加の 13,031 人となる見込みです。 
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図表 4-7 藤崎・津田沼・鷺沼・鷺沼台地区の人口 
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C) 大久保・泉町・本大久保・花咲・屋敷地区 

 この地区では、地区人口が令和 2（2020）年で、32,680 人であり、計画期間を通

じて減少を続け、最終年度の令和 19（2037）年では、地区人口が 29,479 人とな

る見込みです。その後も減少し、人口推計の最終年度の令和 31（2049）年には、

令和 2（2020）年に比べ 6,370 人、約 19.5％減少の 26,310 人となる見込みです。 

 年少人口は、令和 2（2020）年で、4,119 人であり、その後は減少を続け、最終年

度の令和 19（2037）年では、令和 2（2020）年に比べ、1,232 人、29.9％減少の

2,887 人となる見込みです。その後も減少を続け、人口推計の最終年度である令

和 31（2049）年には、令和 2（2020）年に比べ、1,587 人、約 38.5％減少の 2,532

人となる見込みです。 

 生産年齢人口は、令和 2（2020）年で、20,711 人であり、その後減少が続き、最

終年度の令和 19（2037）年では、令和 2（2020）年に比べ、3,663 人、約 17.7％

減少の 17,048 人となる見込みです。その後も減少が続きます。 

 老年人口は、令和 2（2020）年で、7,850 人であり、その後計画期間を通じて増加

を続け、最終年度である令和 19（2037）年では、9,544 人となり、令和 2（2020）

年に比べ、1,694 人、約 21.6％増加します。その後も増加を続け、人口推計の最

終年度である令和 31（2049）年には、令和 2（2020）年に比べ、2,191 人、約 27.9％

増加の 10,041 人となる見込みです。 
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図表 4-8 大久保・泉町・本大久保・花咲・屋敷地区の人口 
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D) 東習志野・実籾・実籾本郷・新栄地区 

 この地区では、地区人口が令和 2（2020）年で 33,025 人であり、計画期間を通

じて漸減し、最終年度の令和 19（2037）年では、地区人口が 31,839 人となる見

込みです。その後も減少し、人口推計の最終年度の令和 31（2049）年には、令

和 2（2020）年に比べ 3,074 人、約 9.3％減少の 29,951 人となる見込みです。 

 年少人口は、令和 2（2020）年で、4,421 人であり、その後は減少を続け、最終

年度の令和 19（2037）年では、令和 2（2020）年に比べ、1,378 人、約 31.2％減

少の 3,043 人となる見込みです。その後も減少を続け、人口推計の最終年度であ

る令和 31（2049）年には、令和 2（2020）年に比べ、1,566 人、約 35.4％減少の

2,855 人となる見込みです。 

 生産年齢人口は、令和 2（2020）年で、20,554 人であり、その後漸減し、最終年

度の令和 19（2037）年では、令和 2（2020）年に比べ、1,710 人、約 8.3％減少

の 18,844 人となる見込みです。その後も減少が続きます。 

 老年人口は、令和 2（2020）年で、8,050 人であり、その後計画期間を通じて増

加を続け、最終年度である令和 19（2037）年では、9,952 人となり、令和 2（2020）

年に比べ、1,902 人、約 23.6％増加します。その後も増加を続け、人口推計の最

終年度である令和 31（2049）年には、令和 2（2020）年に比べ、3,544 人、約

44.0％増加の 11,594 人となる見込みです。 
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図表 4-9 東習志野・実籾・実籾本郷・新栄地区の人口 
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E) 袖ケ浦・秋津・香澄・茜浜・芝園地区 

 この地区では、地区人口が令和 2（2020）年で、24,535 人であり、計画期間を通

じて減少し、最終年度の令和 19（2037）年では、地区人口が 19,552 人となる見

込みです。その後も減少し、人口推計の最終年度の令和 31（2049）年には、令

和 2（2020）年に比べ 8,751 人、約 35.7％減少の 15,784 人となる見込みです。 

 年少人口は、令和 2（2020）年で、2,118 人であり、その後は減少を続け、最終

年度の令和 19（2037）年では、令和 2（2020）年に比べ、858 人、約 40.5％減少

の 1,260 人となる見込みです。その後も減少を続け、人口推計の最終年度である

令和 31（2049）年には、令和 2（2020）年に比べ、1,181 人、約 55.8％減少の 937

人となる見込みです。 

 生産年齢人口は、令和 2（2020）年で、14,266 人であり、その後減少を続け、最

終年度の令和 19（2037）年では、令和 2（2020）年に比べ、3,733 人、約 26.2％

減少の 10,533 人となる見込みです。その後も減少が続きます。 

 この地域は、市内で唯一、老年人口も減少する地域であり、令和 2（2020）年は、

8,151 人ですが、その後漸減し、最終年度である令和 19（2037）年には、7,759

人となり、その後も減少を続け、人口推計の最終年度である令和 31（2049）年

には、令和 2（2020）年に比べ、1,190 人、約 14.6％減少の 6,961 人となる見込

みです。 
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図表 4-10 袖ケ浦・秋津・香澄・茜浜・芝園地区の人口 
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（３）公共施設再生計画（平成 26 年 3 月）策定時の人口推計（平成 24 年 3 月）との比較 

 今回の見直しにあたっては、令和元（2019）年 6 月に公表した「習志野市人口推計結

果報告書」（以下「令和元年推計」という。）を参考としています。そこで、「公共施設

再生計画（平成 26 年 3 月）」の検討に用いた「習志野市人口推計調査報告書（平成 24

年 3 月）」（以下「平成 23 年推計」という。）の推計結果との比較を行うこととします。 

 なお、比較期間は、「公共施設再生計画」がスタートした平成 26（2014）年から、「第

2 次公共建築物再生計画」の計画期間の最終年度である令和 19（2037）年までとしま

す。 

① 総人口の比較 

図表 4-11 令和元年 6 月推計と平成 24 年 3 月推計の総人口の比較 

 

上図は、総人口の推計結果を比較した図になります。 

「令和元年推計」では、令和元（2019）年を境として「平成 23 年推計」よりも総

人口が上振れとなり、第 2 次公共建築物再生計画の最終年度である令和 19（2037）

年の総人口が、12,982 人、約 8.1％多くなっています。 

 総人口のピークは、「平成 23 年推計」では、平成 30（2018）年で 172,960 人でし

たが、「令和元年推計」では、令和 7（2025）年で 176,232 人となっており、総人口

のピークが 7 年程度、後年に移行しています。 

また、ピーク後の人口減少割合が「令和元年推計」では、緩やかになっています。  
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② 年齢 3 階層別人口の比較 

図表 4-12 令和元年 6 月推計と平成 24 年 3 月推計の年齢 3 階層別人口の比較 

 

年齢 3 階層別人口の推計結果の比較では、年少人口については、両推計とも大

きな違いはありませんが、「平成 23 年推計」の方が、やや少なめの推計結果とな

っています。 

生産年齢人口については、「令和元年推計」の方が、「平成 23 年推計」を上回っ

ており、後年に行くほどその差が大きくなっていき、令和 19（2037）年では、 

8,247 人の上振れとなっています。これは、平成 30 年度決算における給与特別徴

収者の一人当たり税額の 175,232 円を考慮すると、個人市民税が約 14 億 5 千万

円多くなる計算になります。 

 老年人口は、全期間を通じて、「令和元年推計」の方が、若干上振れしており、

令和 19（2037）年では、4,482 人、約 10.2％多くなっており、これは医療・介護

費、扶助費などの増要因となる可能性があります。 
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③ 地域区分別人口の比較 

A) 谷津・谷津町・奏の杜地区 

 

「谷津・谷津町・奏の杜地区」では、「平成 23 年推計」では期間を通じて、人

口が横ばいから若干減少傾向であったものが、「令和元年推計」では期間を通じ

て人口増加傾向であり、令和 19（2037）年には、41,807 人となる見込みです。 

B) 藤崎・津田沼・鷺沼・鷺沼台地区 

 

 「藤崎・津田沼・鷺沼・鷺沼台地区」も、「谷津・谷津町・奏の杜地区」と同

様の傾向であり、「令和元年度推計」では令和 19（2037）年には、人口が 50,485

人となる見込みです。 

  

図表 4-13 谷津・谷津町・奏の杜地区の人口 

図表 4-14 藤崎・津田沼・鷺沼・鷺沼台地区の人口 
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C) 大久保・泉町・本大久保・花咲・屋敷地区 

 

 

 「大久保・泉町・本大久保・花咲・屋敷地区」は、両推計とも、時間の経過と

ともに人口が減少していくという、ほぼ同様の傾向を示しています。 

 

D) 東習志野・実籾・実籾本郷・新栄地区 

 

「東習志野・実籾・実籾本郷・新栄地区」も、時間の経過とともに人口が減少し

ていくという、ほぼ同様の傾向を示しています。 

 

 

  

図表 4-15 大久保・泉町・本大久保・花咲・屋敷地区の人口 

図表 4-16 東習志野・実籾・実籾本郷・新栄地区の人口 



       第４章 第 2 次公共建築物再生計画の検討時に考慮すべき基本的事項         

 

104 

E) 袖ケ浦・秋津・茜浜・香澄・芝園地区 

 

 

「袖ケ浦・秋津・茜浜・香澄・芝園地区」については、「平成 23 年推計」に比

べて、「令和元年推計」の方が明らかに人口減少が進む傾向を示しています。  

令和 19（2037）年には、人口が 19,552 人となる見込みであり、「平成 23 年推

計」の 23,860 人に比べて、4,308 人、約 18.1％と大きく下振れする推計結果と

なっています。 

 

  

図表 4-17 袖ケ浦・秋津・茜浜・香澄・芝園地区の人口 
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４．２ 本市の財政状況と財政計画 

（１）財政の現状 

①  過去 10 年間の歳入（普通会計）決算の推移 

 

市税は平成 20 年秋の世界的経済情勢の悪化により、平成 21 年度から減少傾向に転

じ、平成 25 年度からは再び増加に転じました。平成 30 年度は景気回復および転入に

よる居住者増加に伴う納税義務者数増加などによる市民税の増、評価替えに伴う地価

の上昇や既存事業者による償却資産の設備投資の増加による固定資産税の増などによ

り、平成 29 年度と比較して約 6 億 7 千万円の増額となりました。 

国県支出金は、平成 27 年度に地域活性化・地域住民生活など緊急支援交付金が設け

られたこと、平成 29 年度は待機児童対策に係る保育所など整備交付金や臨時福祉給付

金（経済対策分）給付事業費補助金など、平成 30 年度は給食センター建替事業交付金

や千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金などで増加しました。 

地方交付税は平成 23 年度に震災復興特別交付税が創設され、大幅に増加しましたが、

平成 30 年度は新庁舎建設工事や災害復旧事業の終息に伴い、震災復興特別交付税は減

となりました。 

使用料・財産収入などが平成 25 年度、平成 28 年度に大幅に増加したのは、それぞ

れ仲よし幼稚園跡地、第二斎場用地の売却による不動産売払収入の増によるものです。  

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

市債 3,299,064 5,088,319 5,594,180 4,624,575 4,577,087 4,535,728 4,050,469 6,772,557 5,609,136 7,056,206

地方消費税等 2,253,329 2,204,064 2,233,179 2,030,700 2,262,743 2,555,117 3,643,940 3,225,351 3,585,205 3,761,623

国県支出金 8,150,901 8,310,119 9,264,981 8,489,610 8,694,817 9,215,697 10,301,395 10,325,604 11,393,750 11,471,271

地方交付税 1,047,910 2,644,884 5,537,198 3,567,144 3,701,286 4,276,292 4,281,084 3,245,488 2,207,560 1,441,737

繰入金 1,905,974 848,639 1,349,062 1,053,879 1,835,430 2,018,884 1,526,000 2,648,610 2,689,726 3,004,437

使用料・財産収入等 5,356,722 5,320,212 5,813,565 6,351,028 11,343,339 6,143,055 6,786,319 9,801,877 5,551,143 5,809,790

市税 25,746,010 25,287,440 25,226,765 25,109,902 25,736,750 26,660,975 26,859,506 27,631,512 28,004,595 28,669,962

計 47,759,910 49,703,677 55,018,930 51,226,838 58,151,452 55,405,748 57,448,713 63,650,999 59,041,115 61,215,026
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図表 4-18 歳入決算の状況 
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②  過去 10 年間の歳出（普通会計）決算の推移 

 

人件費（退職手当と職員給与などの合計）は、ほぼ横ばいの推移となっています。 

扶助費は年々増加しています。平成 30 年度は、待機児童対策により民間認可保育

所などが増加したことから民間認可保育所運営費助成事業、小規模保育事業運営費助

成事業などが増加しました。また障がい者支援として障害者総合支援法に基づく給付

事業、児童福祉法に基づく給付事業が利用者数の増により増加しました。 

物件費は業務の外部化、民間委託化による委託料の増などにより年々増加していま

す。平成 30 年度は、新給食センターの開業準備に係る委託業務などにより増加とな

りました。 

普通建設事業はその年に行う工事などによって大きな増減がありますが、近年、公

共施設再生の取組により増加傾向にあります。平成 30 年度は、新庁舎建設工事が完

了した一方、給食センター建替事業、大久保地区公共施設再生事業、（仮称）大久保

こども園整備事業などにより全体としては増加となりました。 

その他の支出も年度によって増減が大きくなっています。 

平成 21 年度は定額給付金の取組によるもの、平成 25 年度、平成 28 年度はそれぞ

れ仲よし幼稚園跡地、第二斎場用地の売却による不動産売払収入を公共施設等再生整

備基金などに積み立てた特殊要因により増加しています。  

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

その他の支出 4,947,876 2,806,692 3,889,984 3,394,748 8,620,880 4,346,672 5,424,588 8,671,324 3,672,249 3,917,989

普通建設事業費 5,348,234 6,113,397 6,934,377 5,622,606 6,558,248 6,125,933 5,806,461 9,830,117 9,164,574 10,072,776

繰出金 5,095,499 5,102,053 5,926,962 5,366,552 4,898,664 4,912,833 5,673,157 5,611,919 5,369,607 5,487,093

物件費 8,931,185 9,230,662 9,495,590 9,885,567 9,652,408 10,306,693 10,690,782 10,762,640 10,767,362 11,001,786

公債費 4,609,511 4,763,109 4,879,043 4,535,316 4,646,923 4,501,629 3,972,956 3,722,586 4,087,022 4,336,208

扶助費 5,349,395 7,824,051 8,591,967 8,512,209 9,118,639 10,020,972 10,504,358 11,585,564 12,390,294 12,621,640

人件費（退職手当） 1,568,148 1,429,755 1,261,785 929,851 1,192,782 991,406 870,223 831,863 711,330 885,549

〃 （職員給与等） 10,193,485 10,015,033 10,037,291 10,092,354 10,123,392 10,248,465 10,480,028 10,351,928 10,503,374 10,477,815

計 46,043,333 47,284,752 51,016,999 48,339,203 54,811,936 51,454,603 53,422,553 61,367,941 56,665,812 58,800,856
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図表 4-19 歳出決算の状況 
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③  増加が著しい扶助費の推移 

 

義務的経費の中で増加が著しいのが扶助費です。 

 生活保護費は年々増加していましたが、平成 30 年度は被保護者数の減により減少

に転じました。児童福祉費は平成 22 年度に子ども手当の創設により大幅に増加しま

した。また近年、待機児童対策として受け皿となる施設の整備を進めているため、民

間認可保育所などへの運営費助成が大幅に増加しています。社会福祉費も国の経済対

策による臨時福祉給付金などの給付や障害者総合支援法に基づく給付事業の増加など

により増加傾向が続いています。 

 

 

 

  

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

その他 76,043 76,706 117,214 88,389 94,675 81,857 78,343 93,330 104,703 95,773

生活保護費 2,094,249 2,398,195 2,770,833 2,810,274 2,940,307 3,200,142 3,311,133 3,557,940 3,664,259 3,538,910

児童福祉費 1,747,350 3,727,068 3,983,942 3,720,571 4,053,374 4,370,064 4,664,505 5,149,564 5,729,571 6,195,839

老人福祉費 132,047 126,987 110,916 105,324 113,086 129,488 136,149 140,892 147,243 149,478

社会福祉費 1,299,706 1,495,095 1,609,062 1,787,651 1,917,197 2,239,421 2,314,228 2,643,838 2,744,518 2,641,640

計 5,349,395 7,824,051 8,591,967 8,512,209 9,118,639 10,020,972 10,504,358 11,585,564 12,390,294 12,621,640
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図表 4-20 扶助費の状況 
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④  増加傾向にある普通建設事業費の推移 

 

 建築物だけでなく道路、公園、清掃工場などのインフラ・プラント系施設を含む公共

施設等の整備のための事業費である普通建設事業費は、老朽化対策費の増加に伴い

年々増加しており、平成 30 年度には 100 億円を突破しています。 

 特に、平成 28 年度以降は、学校施設の老朽化対策や新庁舎建設事業により、建築物

に関する事業費が増加しており、平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 年間の 1 年平

均の事業費は、約 82 億円となっています。 

                  また、建築物に限ると、同期間の 1 年平均事

業費は、約 53 億 6 千万円です。ただし、この間

には、特殊要因として新庁舎建設事業があった

ことから、この事業費分を除いた建築物に関す

る 1 年平均事業費は、下表のとおり、約 40 億円

となります。 

  

施設区分
平成26～30年度

までの事業費
1年平均の

事業費

公共建築物
（学校施設） 6,714,389 1,342,878

公共建築物
（学校施設以外）

20,091,698 4,018,340

小計 26,806,087 5,361,217

道　路 3,580,447 716,089

橋りょう 1,126,939 225,388

公　園 1,502,774 300,555

ごみ処理施設 5,985,359 1,197,072

その他 1,998,255 399,651

合計 40,999,861 8,199,972

普通建設事業費の状況【5年平均】　（単位：千円）

施設区分
平成26～30年度

までの事業費
1年平均の

事業費

公共建築物
（学校施設） 6,714,389 1,342,878

公共建築物
（学校施設以外） 13,271,403 2,654,281

小計 19,985,792 3,997,158

普通建設事業費の状況【5年平均】　（単位：千円）
　　≪新庁舎建設事業費を除く≫

図表 4-21 普通建設事業費の状況 

図表4-22 普通建設事業費の状況【5年平均】 

 

図表 4-23 普通建設事業費の状況【5 年平均】 
≪新庁舎建設事業費を除く≫ 
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⑤  債務残高の推移 

 

 

これまで借入額を償還額以下に抑えるなど、債務の削減に努めてきましたが、近年で

は、特例債の増加や公共施設再生の取組により、債務残高が増加傾向にあります。  

 平成 30 年度は大久保地区公共施設再生事業、新学校給食センターの建設工事の実施

などによる地方債の増、新消防庁舎など建設事業費・市立幼稚園および小中学校空調機

器賃借料などの債務負担行為の設定により大幅な増加となっています。 

 今後も、老朽化対策による債務残高の増加が想定されることから、適切な債務残高の

管理と財源確保を進めることが必要です。 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

下水道会計地方債 33,432,318 32,815,215 32,217,728 30,787,616 29,846,301 28,842,959 27,716,957 27,010,500 25,851,328 23,991,660

普通会計債務負担行為の
うち実質的債務

8,635,448 8,384,623 7,375,267 6,196,004 4,710,844 5,106,392 4,622,924 9,021,138 9,945,704 11,403,625

通常の地方債 18,282,804 17,713,017 17,799,810 17,416,832 16,954,249 17,042,506 16,901,744 20,195,921 21,980,087 25,102,406

特例債 17,992,908 19,477,689 20,669,462 21,669,341 22,546,221 22,921,780 23,518,540 23,595,558 23,615,790 23,462,171

計 78,343,478 78,390,544 78,062,267 76,069,793 74,057,615 73,913,637 72,760,165 79,823,117 81,392,909 83,959,862
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下水道会計地方債

普通会計特例債

78,343,478
83,959,862

区　分 金額(千円) 主なもの 金額

普通会計地方債 48,564,577 54億円

46億円

36億円

24億円

16億円

14億円

11億円

11億円

7億円

227億円

普通会計債務負担行為 11,403,625 33億円

24億円

23億円

13億円

7億円

下水道会計地方債 23,991,660 232億円

計 83,959,862

特例債

(他にも

あり)

 新学校給食センター（施設整備分）

 大久保地区生涯学習複合施設（施設整備分）

 小中学校

 新庁舎

のうち実質的債務

 道路・街路

 保育所・幼稚園・こども園

 新清掃工場

 大久保地区生涯学習複合施設

 公営住宅

 新給食センター

 減税補てん債

 臨時財政対策債

 新消防庁舎

 ＪＲ津田沼駅南口周辺開発整備用地

 下水道

市立幼稚園及び小中学校空調機器賃借料

図表 4-24 債務残高の推移 
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（２）財政計画 

本財政計画は、令和 2（2020）年度当初予算編成時点における国・県の制度を前提に、

過去の伸び率などを参考として推計した財政予測に基づくものです。なお、「第二次経

営改革大綱」での取り組みによる財政効果を含んだ上で、「後期第 1 次実施計画」や「第

2 次公共建築物再生計画」などに基づく事業費を見込むとともに、新たな建設事業に伴

う地方債の償還計画などについても算入しています。 

具体的には、歳入において、市税では現行制度を前提としつつ、人口推計における生

産年齢人口の推移などを踏まえて見込み、普通交付税については、市税収入などと連動

して交付水準を見込んだほか、国・県支出金や市債など、歳出の推計に連動するもの

は、その財源として見込んでいます。 

歳出において、人件費は、会計年度任用職員制度への移行を見込むとともに、現行の

給与制度を前提とし、職員数を「定員管理計画」に基づき、推計しています。扶助費は、

過去からの伸び率をベースに年少人口、老年人口の推計に連動して見込み、普通建設事

業費は、「第 2 次公共建築物再生計画」の推計値を採用しています。その他の経費につ

いては、現行の制度を前提とし、人口推計や過去の伸び率などを見込んでいます。  

歳出全般においては、加速する少子高齢化の進展に対応するための高齢者支援や子

育て支援に係る経費の増大が見込まれます。また、多くの公共施設等の老朽化対策が必

要となっており、引き続き施設やインフラ等のハード整備に係る経費が大きいことか

ら、公共施設等再生整備基金をはじめ、建設事業における市債発行に伴う償還（公債

費）に充てる市債管理基金など、各基金からの相応の繰入金での対応による財政運営が

見込まれております。 

区分（単位：百万円）  R2(2020)年度 R3(2021)年度 R4(2022)年度 
R5～R7 

(2023～2025)
年度 

R2～R7 
(2020～2025)

年度  

歳
入 

自
主
財
源 

市税  28,724  28,262 28,515 86,531 172,032 

使用料および手数料  1,384  1,397 1,400 4,323 8,504 

繰入金  5,217  3,352 4,833 11,758 25,160 

その他  3,417 3,466 3,473 10,462 20,818 

計  38,742 36,477 38,221 113,074 226,514 

依

存

財

源  

国・県支出金  13,337 14,826 15,545 47,919 91,627 

地方交付税  1,121 1,501 1,473 4,455 8,550 

市債  5,767 3,949 5,721 15,138 30,575 

その他  4,433 4,466 4,471 13,425 26,795 

計  24,658 24,742 27,210 80,937 157,547 

合計  63,400  61,219 65,431 194,011 384,061 
       

歳
出 

人件費  14,430 14,522 14,799 43,619 87,370 

扶助費  15,160 15,662 16,123 51,155 98,100 

公債費  5,174 5,112 5,356 17,320 32,962 

物件費  10,946 10,867 10,731 29,744 62,288 

繰出金  5,367 5,513 5,578 17,575 34,033 

普通建設事業費  8,486 5,974 9,306 24,132 47,898 

その他  3,837 3,569 3,538 10,466 21,410 

合計  63,400  61,219 65,431 194,011 384,061 

※端数調整により合計が合わない場合があります。  

 第 2 次公共建築物再生計画の第 2 期計画期間である、令和 2（2020）年度から令和 7

（2025）年度までは、事業計画に基づく各年度の事業費を含む財政収支は均衡となって

います。しかし、令和 8（2026）年度以降の事業計画が実現可能であるかについては、

今後の検討が必要です。 


